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中土佐町

<景観計画区域>

中岡慎太郎館・二十三士公園の周囲２００ｍ以内

奈半利町

管轄外（高知市管轄）

大川村

土佐清水市

南国安芸道路（高知龍馬空港ＩＣ～芸西西ＩＣ）

安芸市街なみ環境整備促進地域

香南市

浦戸東部道路

広告景観形成地区の指定区間

津野町

中土佐町、津野町、梼原町、四万十町、四万十市の一部

田野町

許可地域

いの町

禁止地域等

大月町

<道路区域および両側１００ｍ以内の区域>

南国野市線

芸西村

中村宿毛道路（四万十ＩＣ～宿毛和田ＩＣ）

（詳細は裏面に表示しています）

許可地域等

梼原町

<高速自動車国道等の両側５００ｍ以内の区域（禁止地域を除く）>

（県道）

仁淀川町

第１種・第２種住居専用地域四万十川

（国道）

詳細については、条例、規則、告示を確認してください。

南国市

窪川佐賀線（四万十町中央ＩＣ～黒潮佐賀ＩＣ）

四万十町

四国横断自動車道（愛媛県境～須崎東ＩＣ）

全線：春野赤岡線、龍河洞公園線、須崎仁ノ線、高知南環状線、横浪公園線

安田町

日高村

重要文化財、史跡、名勝、

土佐市

一部：宿毛津島線、窪川船戸線、中土佐佐賀線、香北赤岡線、土佐山田野市線、遠崎野市線

高知市

南国安芸道路（高知龍馬空港ＩＣ～芸西西ＩＣ）

黒潮町

（都市計画道路）

現在）

安芸市

越知町

河川、海岸保線区域、都市公園等

安芸物部線の一部区間

<鉄道の両側１００ｍの区域>

東洋町

<道路等及びその両側１００ｍ以内の区域>

（県道）

四万十市

須崎中央線、中土佐窪川線（須崎東ＩＣ～四万十中央ＩＣ）

（

馬路村

（都市計画道路）

佐川町

室戸市、安芸市、香美市、南国市、いの町、土佐市、須崎市、四万十市、宿毛市、土佐清水市

全線：３２号、３３号、５５号、５６号、１９４号、１９５号、１９７号、３２１号、３８１号

高知県屋外広告物規制概要図

四国旅客鉄道㈱、土佐くろしお鉄道㈱

室戸市

四国横断自動車道（愛媛県境～須崎東ＩＣ）

本山町

宿毛市
中村宿毛道路（四万十ＩＣ～宿毛和田ＩＣ）

※この概要図は、禁止地域等及び許可地域等の一部を表示したものであり、

香美市

阿南安芸自動車道（北川奈半利道路）

須崎市

一部：４３９号、４４１号、４９４号

Ｒ８.３.１３

北川村

土佐町

<都市計画区域>

三原村

阿南安芸自動車道（北川奈半利道路）

四万十川の両側５００ｍ以内の区域（一部除く）

大豊町

須崎中央線、中土佐窪川線（須崎東ＩＣ～四万十中央ＩＣ）

禁止地域

高知市

徳島県

愛媛県

（四万十川）

未指定地域

凡 例

窪川佐賀線（四万十町西ＩＣ～黒潮拳ノ川ＩＣ）
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-101～102-

別記
第１号様式（第３条、第９条） ※

整理番号

広告物等許可申請書（新規・更新・変更等）
年 月 日

高知県知事 様

申

請

者

住 所
（事務所の所在地）

（郵便番号 － ）

フ リ ガ ナ
氏 名

(名称及び代表者の職･氏名)
,

電 話 番 号

広告物又は掲出物件についての許可を受けたいので、高知県屋外広告物条例第 条第 項の規定により、
関係書類を添えて、次のとおり申請します。

広告物の表示又は
掲出物件の設置の場所

地 域 の 区 分 １ 第一種禁止地域等 ２ 第二種禁止地域等 ３ 許可地域等
４ 広告物活用地区 ５ 広告景観形成地区 ６ 広告物協定地区

広告物又は掲出物件の
名 称 又 は 種 類

広告物又は掲出物件の
表 示 の 内 容

広告物の表示面積又は
掲出物件の表示可能面積

㎡（縦 ｍ×横 ｍ× 面） 数量 基（枚）

広告物又は掲出物件の
高 さ

ｍ 工事の着手予定年月日 年 月 日

広告物の表示又は
掲出物件の設置の期間

年 月 日から 年 月 日まで

照明装置又は特殊装置
の有無及びその内容

有 ・ 無

許可年月日及び許可番号
（更新又は変更等の場合
に記入してください｡)

年 月 日 第 号

広告物又は掲出物件の

管 理 者

住 所
（事務所の所在地）

（郵便番号 － ）

フ リ ガ ナ
氏 名(名称）

電 話 番 号

工事の施工者（新規又は

変更等の場合に記入し

てください。）

住 所
（事務所の所在地）

（郵便番号 － ）

フ リ ガ ナ
氏 名(名称）

電 話 番 号

屋外広告業登録番号 高知県屋外広告業登録第 号

高知県収入証紙はり付け欄
（手数料 円）

注 １ 新規又は変更等の場合は、次の書類を添えてください。
(1) 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠、素材、位置、構造、寸法その他広告物の表示又は掲出
物件の設置の方法を明らかにした仕様書及び図面（照明装置又は特殊装置を伴うときはその概要を示した
ものを、はり紙のときはその現物又は見本を含みます。）

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所の位置図及びその付近の状況を明らかにした図面又は写真
２ 新規の場合は、１の書類のほか次の書類も添えてください。
(1) 自家用広告物等以外の広告物又は掲出物件で、その広告物の表示面積又はその掲出物件の表示可能面積
が30平方メートルを超えるもののときは、その広告物又は掲出物件の管理者が高知県屋外広告物条例第19
条第２項の規定による資格を有することを証明する書類の写し

(2) 公益物件利用広告物等のときは、その公益物件を必要と認める行政機関の意見書
３ 「地域の区分」欄は、該当するものの番号を○で囲んでください。
４ 「照明装置又は特殊装置の有無及びその内容」欄の「有・無」は、どちらか一方を○で囲んでください。
５ この申請書は、２部提出し、その１部に高知県収入証紙をはり付け、その証紙には、消印をしないでくだ

さい。
６ ※印欄は、記入しないでください。

広告物等許可証

高知県知事 印

高知県屋外広告物条例第 条第 項の規定により、広告物又は掲出物件について次のとおり許可します。

許可年月日 年 月 日 許可番号 第 号

許可の期間 年 月 日から 年 月 日まで 手数料 円

許可の条件

留意事項

１ この許可は、高知県屋外広告物条例の規定による許可であり、他の法令の規定により許可等を必要とす

るものについては、その許可等を受けるまでは広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできませ

ん。

２ 他人が所有する土地又は建物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、その所有者の承諾を

受けるまではその広告物を表示し、又はその掲出物件を設置することはできません。

３ はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、表示が禁止されている地域等及び物件を確認し

て、適法に表示しなければなりません。

４ 許可を受けている期間を経過した後も引き続きその広告物を表示し、又はその掲出物件を設置しようと

するときは、許可の期間の更新の許可が必要です。

５ 許可を受けた広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、別に許可が必要です。ただ

し、高知県屋外広告物条例施行規則第10条に規定する軽微な変更又は改造のときは、許可は必要ありませ

ん。

６ 許可の期間が６月を超える広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの変更若しくは改造が完了

したときは、20日以内に所定の様式により届け出なければなりません。

７ 許可を受けた広告物又は掲出物件（許可の押印を受けたものを除きます。）には、交付を受けた許可証

票をはり付けておかなければなりません。

８ 許可を受けた広告物又は掲出物件は、補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保

持しなければなりません。

９ 許可を受けた者又は許可を受けた広告物若しくは掲出物件を管理する者に変更があったときは、新たに

これらの者となった者は、20日以内に所定の様式により届け出なければなりません。

10 許可を受けた者又は許可を受けた広告物若しくは掲出物件を管理する者の氏名若しくは名称又は住所若

しくは主たる事務所の所在地に変更があったときは、20日以内に所定の様式により届け出なければなりま

せん。

11 許可の期間を経過したとき若しくは許可を取り消されたとき又は許可を受けた広告物を表示し、若しく

は掲出物件を設置する必要がなくなったときは、20日以内にその広告物又は掲出物件を除却しなければな

りません。

12 許可を受けた広告物若しくは掲出物件を除却したとき又は許可を受けた広告物若しくは掲出物件が滅失

したときは、20日以内に所定の様式により届け出なければなりません。

（教示）

１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過した

ときは、審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、行政事件訴訟法

の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事となります。）、処

分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査

請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処

分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。
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